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《お問い合わせ先》
県住宅供給公社　住宅政策課
☎027－223－5811
℻  027－223－9808
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12月は「職場のハラスメント
撲滅月間」です！

　群馬労働局では、雇用環境・均等室に、各
種ハラスメントの相談に対応する「特別相談
窓口」を開設しています。お気軽にご相談く
ださい。
●受付時間　８時30分～17時15分
　　　　　　（土日・祝日・年末年始を除く）
●電話番号　☎ 027－896－4739
●住　　所　前橋市大手町２－３－１
　　　　　　前橋地方合同庁舎８階
※ 匿名でも結構です。プライバシーは厳守し
ます。
※ 相談窓口は、年間を通じてご利用できます。

事業主の皆様、企業で働く皆様へ！

吾妻警察署からのお知らせ
　12月10日から16日までは「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。
　国民的な課題である拉致問題を始め、北朝鮮当局による人権侵害問題に対して、関心と認識を深めましょう。
　また、北朝鮮による「拉致容疑事案」及び「拉致の可能性を排除できない事案」に関する情報提供等へのご協
力をよろしくお願いします。

《お問い合わせ先》吾妻警察署　☎0279－68－0110

吾妻郡医師会立吾妻准看護学校
生徒募集について

　働きながら学ぶことができ、准看護師受験資格（都道府県
試験）が取得できる各種学校です。
●修業年限　２年
●募集人員　20名（男女）　
●受験資格　中学校卒業以上　年齢制限なし
●試 験 日
　後期試験　令和６年１月18日（木）
　２次試験　令和６年３月 ７日（木）（２次試験実施は未定）
●内　　容　国語　作文　面接
●会　　場　吾妻郡医師会　１階講堂
●願書受付期間
　後期試験　令和６年１月 ９日（火）～１月17日（水）
　２次試験　令和６年２月26日（月）～３月 ６日（水）
　受付方法は吾妻准看護学校に直接持参してください。
　＊ 願書については、吾妻郡医師会２階教務室にて月曜日～
金曜日９：00～16：30の間に配布しています。

　前期試験終了していますが、定員にはまだまだ余裕があり
ます。地域医療に関心ある方の応募を是非お待ちしておりま
す。群馬県修学資金・母子訓練給付金制度もあります。
●願書受付・お問い合わせ先
　〒377―0423　群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町25－９
　吾妻郡医師会立吾妻准看護学校　教務室（吾妻郡医師会２階）
　☎0279－75－3904
　 詳しくは、吾妻郡医師会・吾妻准看護学校ホームページに
掲載しています。
　https://agatuma.gunma.med.or.jp

県営住宅12月定期募集のご案内
●入居可能日　当選後、入居資格審査の結果、
承認され次第個別に案内します。

●所在地・間取り・募集戸数・家賃　県住宅供
給公社ホームページ（https://www.gunma-
jkk.or.jp/）をご覧ください。

●入居資格　現在住宅に困っている方、世帯の
収入が一定の金額以下であることなど

　※ 連帯保証人は不要です。
　※ 単身での申し込みができる住宅もあります。
　※ 詳しくは申し込み案内書または県住宅供給
公社ホームページをご覧ください。

●申し込み期間　令和５年12月15日（金）まで
●申し込み方法　所定の申し込み書を電子メー
ルまたは郵送により県住宅供給公社へ提出

●申し込み書・申し込み案内書配布場所
　 県住宅供給公社（前橋市紅雲町）、県民センター
（群馬県庁２階）、県土木事務所、県保健福祉事
務所

●その他　入居者は公開抽選で選定します。
※ 随時申し込みを受け付けている団地もありま
す。詳しくはお問い合わせください。
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○星図の説明
15日午後８時の星空です。
月初めの午後９時、月末の午後７時にも同じ星空になり
ます。(｢月｣を除く)
※ ふたご座流星群は、14日夜～15日明け方が見頃です。
（極大は15日４時頃）

12月の星空

《お問い合わせ先》中之条税務署　☎0279－75－3355 

税務署からのお知らせ　【令和５年分の確定申告書の受付が始まります】
　還付申告書は、令和６年１月４日から受付を始めます。
　●対象となる還付申告を提出される方（例）
　　〇 総合課税の配当所得や原稿料などがある方で、

年間の所得が一定額以下の方
　　〇 給与所得者で雑損控除や医療費控除、ふるさと

納税などの寄付金控除、住宅借入金等特別控除
などの控除を確定申告により受けられる方や年
の途中で退職し、年末調整を受けていない方

　　〇 所得が公的年金等のみで、生命保険控除や地震
保険料控除などの各種控除を受けられる方

　確定申告には、ご自身のスマホ・パソコンから国税
庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用
するe-Taxが便利です。確定申告期間中は、24時間
いつでも、ご自宅からご利用ができるため、確定申告
会場に出向かずに確定申告ができます。

　さらに還付申告をe-Taxで申告した場合、書面で
の申告と比べて早く還付されます。
　詳しくは、国税庁
HPをご覧ください。

【電話相談をご利用ください】
　国税庁ホームページで解決しない場合には、電話相
談をご利用ください。
　「電話相談センター」
☎0570－00－5901（全国一律料金）
　 受付時間　平日８：30~17：00
　（土日祝日及び12/29~１/３を除く）
　　　　　　　　　　↓
　音声案内に沿って、「１」所得税を選択します。

〈確定申告はこちら〉

作成コーナー


